
 

 

 

 

 

 

 
池田町商工会  池田町六之井 1480-1 
TEL:45-8000    FAX:45-8186 

E-mail:ikeda@ml.gifushoko.or.jp 

 

令和７年分 所得税と消費税 決算・確定申告相談 

 池田町商工会と池田町青色申告会では、下記の日程により令和７年分の所得税・消費税の確

定申告相談を行います。関係書類・筆記具・電卓などをご持参のうえご出席下さい。 

 また、本年度も手間のかからない e-Tax(税理士代理送信)を利用して申告指導させていた

だきます。 

   

 

会員数 2026 年 2 月 27 日現在 

５３５ 名 

 
令和７年度 

３ 月 号 
 

 

【確定申告等 税理士相談日】 

日 程 時 間 場 所 税理士名 備 考 

３月 ２日(月) 

９時～１２時 

１３時～１６時 

池田町商工会館 

２階研修室 

川 瀬 

名古屋税理士会 

派遣税理士 

３月 ３日(火) 葛󠄀 谷 

３月 ６日(金) 高 橋 

３月 ９日(月) 高 橋 

３月１０日(火) 葛󠄀 谷 

３月１１日(水) 川 瀬 

 【消費税申告 税理士相談日】 

日 程 時 間 場 所 税理士名 備 考 

３月２３日(月)  ９時～１２時 

１３時～１６時 

池田町商工会館 

２階研修室 

近 藤 名古屋税理士会 

派遣税理士 ３月２４日(火) 高 橋 

 
【手 数 料】 会 員：各 ３，０００円（税込）＜所得税、消費税＞ 

             非会員：各２０，０００円（税込）＜所得税、消費税＞ 

【必要書類】 ①税務署からの「確定申告のお知らせ」ハガキ 

            ②申告される方及び扶養家族等のマイナンバーと申告者ご本人の運転免許証などの 

              身分証明書 

            ③国民年金・生命保険・小規模企業共済などの各種証明書 

            ④消費税を申告される方は税率ごとに経理を区分したもの  など  
 

 
地区 氏  名 事業所名 職   種 

小寺 大前 春樹 ArClutch(アルクラッチ) 写真・映像業 

粕ヶ原 河村 拓朗 河村タイル 左官 

市橋 藤塚 和生 和みや 飲食業 

小寺 森 和博 モリホーム 一般土木工事 

 

２月９日(月)開催の理事会で承認を受け、下記の方々に会員加入いただきました。宜しくお願い致します。 

 

会員加入 

 

TEL:45-8000


ｖ 

労働保険は、皆様の安全と安心を守ります。業務中や通勤中

の事故や病気に対する補償があり、

従業員が安心して働ける環境を提供

します。また、企業の信頼性やイメ

ージの向上にも寄与します。 

常時 1 名以上の労働者を雇用する事業所は、労働保険に加入

することが義務付けられています。

労災保険は、正社員、パートタイ

ム、アルバイトの全員に適用され、

雇用保険は週 20 時間以上働く従業

員が対象です。 

詳細や加入方法についてのご質問は、お気軽にお問い合わせ

ください。 

 商工会の『WEB セミナー』を利用して経営に役立てよう 

WEBセミナーは、インターネットで映像コンテンツを

視聴することにより、様々な経営情報が取得できるサ

ービスです。何時でも、何処でも、ご利用いただけます。 

 

【ご利用方法】 

①池田町商工会のホームページのバナーをクリック↑↑ 

②専用 IDとパスワードを入力します。 

③６００本以上の豊富なラインナップが無料で視聴可能 

ログイン ID 4041 パスワード 4041 

 

 

 

〇 マル経融資とは、日本政策金融公庫の無担保、無保

証人の融資制度です。 

・返済期間：運転資金、設備資金 10年以内 

・融 資 額：10万円～2,000万円 

【ご利用いただける方】 

・池田町内で 1年以上営業し、商工会の経営指導を6カ

月以上受けている方。 

・従業員数 20 人以下(商業・サービス業の場合は 5 人

以下)の事業所。 

・所得税や住民税を完納している方。 

・日本政策金融公庫の融資対象業種である事 など 

マル経金利          
 

行事予定 

 

2.40％ 
 

2026 年 2 月 27 日 現在 

日本政策金融公庫 HP 

マル経融資制度 

 

 

  

労働保険に加入していますか？ 

3 月 16 日(月) 企画運営委員会 

3 月 23 日(月) 理事役員会 

 

年末年始大感謝祭『純烈 歌謡ショー』盛況に開催！ 

労働保険は、皆様の安全と安心を守ります。業務中や通勤中

の事故や病気に対する補償があり、従業員が安心して働ける環

境を提供します。また、企業の信頼性やイメージの向上にも寄

与します。 

常時 1名以上の労働者を雇用する事業所は、労働保険に加

入することが義務付けられています。労災保険は、正社員、パ

ートタイム、アルバイトの全員に適用され、雇用保険は週 20時

間以上働く従業員が対象です。 

 詳しくは池田町商工会まで！ 

先日、池田町商工会において開催された『純烈 歌謡ショー』は、多くの

皆様のご参加をいただき、盛況のうちに幕を閉じました。 

純烈さんの素晴らしい歌声と魅力的なパフォーマンスにより、会場は

一体となり、感動と歓声に包まれました。彼らの代表曲はもちろん、新た

なレパートリーも披露され、多くの観客の心に響くステージとなりまし

た。 

また、当日は理事、各部会の皆様のご協力により、円滑な運営が実現

しました。商工会のメンバーをはじめ、地元企業や団体の皆様の温かい

サポートが、イベントの成功に大きく寄与しました。 

 チャリティーバザーでは、加盟店の皆様から多数の商品をご提供いた

だき、バザー売上金と募金を併せて池田町へ地域福祉基金として寄付さ

せていただきました 

ご来場いただいた皆様、そしてご協力いただいたすべての方々に、心

より感謝申し上げます。 

 

 

       

 

 

  

   

 


